
 

公益財団法人ふくい女性財団 

女性総合相談員採用募集案内 
    

１ 職種、業務内容、勤務場所、雇用期間、募集人員 

職 種 女性総合相談員 

業務内容 

ア 女性の直面する諸問題に関する相談（夫婦関係（離婚等）、

人間関係（家族等）、こころの悩み等）への対応 

イ 配偶者等からの暴力による被害者の相談および自立支援 

ウ 女性問題に関する情報の収集および提供 

エ 男女共同参画推進事業に係る講座等の企画運営 

勤務場所 福井県生活学習館（福井市下六条町１４－１） 

雇用期間 
平成２７年 ４月 １日から 

平成２８年 ３月３１日まで 

募集人員 １名 

 

２ 応募資格 

（１）年齢 昭和３０年４月２日以降に生まれた者（平成２７年４月１日現在で満 

６０歳未満の者） 

（２）資格免許等 次のいずれにも該当する者 

①女性相談業務に関心と知識があり、熱意がある者  

②社会福祉士等相談業務に関する資格を有する者またはこれらの資格に準ずる

知識、技能を有する者 

③普通自動車運転免許を有している者 

④パソコン（ワード等）の基本的な操作ができる者 

 

３ 選考方法 

  次のとおり、書類選考と書類選考合格者に対して面接試験を行います。 

（１）書類選考 

    応募書類による書類選考を行い、２月２７日（金）までに合否の結果を郵便で

通知するとともに、面接試験の実施について案内します。 

（２）面接試験 

試験日程 平成２７年３月４日（水）  

時間を指定して実施します。 

試験会場 福井県生活学習館（福井市下六条町１４－１） 

試験内容 個別面接 

その他  受験票は発行しません。 



 

４ 合否通知 

  面接試験受験者全員に対し、平成２７年３月中旬（面接時に発表します。）に選考

試験の合否の結果を郵便で通知します。 

 

５ 勤務条件 

 （１）勤務日   火曜日から日曜日までに勤務割振りされた週４日間 

          ただし､月曜日が開館の場合は月曜日勤務の場合もあります。 

 （２）勤務時間  週２９時間（１日当たり午前８時３０分から午後４時４５分まで） 

          （なお、業務の都合により、上記以外の時間に業務を行う場合が

あります。） 

 （３）給 与   月額１９２,０００円 

 （４）諸手当   通勤手当を支給 

（５）その他   ・健康保険、厚生年金、労災および雇用保険に加入 

          ・雇用期間は１年ですが、勤務成績や財団の業務の進捗状況等に

より更新する場合があります。 

・退職金は支給しません。 

 

６ 応募手続 

次の①、②、③および④の書面等をふくい女性財団まで持参または郵送してくださ

い。郵送により申し込む場合は、封筒の表に「相談員採用試験応募」と朱書きし、必

ず書留郵便にしてください。 

また、応募の際提出された書類は一切返却しませんが、利用後は責任を持って廃棄

します。 

   

①履歴書 （市販様式Ａ４版で可、写真貼付、自筆。なお、免許・資格の欄には、

普通自動車運転免許および社会福祉士等相談業務に関する資格その

他保有する免許・資格を明記してください。） 

②職務経歴書（様式任意Ａ４版、パソコン可） 

③作文 テ一マ「わたしが目指す女性総合相談員について」 

 ４００字程度（様式任意Ａ４版、パソコン可） 

④返信用封筒 ８２円切手を貼った宛先を明記した封筒（長型３号）  

（書類選考結果および通過者の面接試験案内用） 

 

７ 受付期間 

  平成２７年２月６日（金）から２月２４日（火）まで 

（ただし、持参の場合は、月曜日および１２日（木）・１５日（日）を除く。） 

受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  （郵送の場合は、２月２４日（火）までの消印のあるものに限り受け付けますが、

２月２２日（日）以降の郵送は、速達書留にしてください。） 

 

 

 



８ 問合せ先等   

 

〒９１８－８１３５ 福井市下六条町１４－１（福井県生活学習館２階） 

公益財団法人ふくい女性財団 担当 坪田、石本 

         電話 ０７７６－４１－４２５４ 

         

 


